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1

指導を要する教職員の取扱いに関する規則（平成20年高知県教

育委員会規則第 6 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 項第 2 号中「次条第 2 項において同じ」を「以下同

じ」に改め、同項第 3 号中「に限る」を「に限る。以下同じ」に

改める。

第 3 条第 2 項中「に所属する教職員について、当該市町村立学

校等」を削り、「当該教職員が」を「当該市町村立学校等に所属

する教職員が」に、「認めるときは」を「認めるときは、当該教

職員について」に改める。

第 4 条第 1 項中「第 8 条」を「第12条」に改める。

第 6 条第 1 項中「第 8 条」を「第12条」に改め、同条第 2 項中

「第 1 項」を「前項」に、「という」を「という。）（第10条第

 3 項第 1 号に規定する場合を含む」に改め、同条第 5 項中「行っ

たとき」を「行ったとき（第10条第 3 項第 1 号に規定する場合を

含む。）」に改める。

第 7 条の見出しを「（改善研修の打切り及び指導を要する教職

員の認定の解除の決定後の措置）」に改め、同条第 1 項第 1 号及

び第 2 号を次のように改める。

( 1 )　県費負担教職員（地教行法第37条第 1 項に規定する県費

負担教職員をいう。）にあっては、次のいずれかの措置

ア　地方公務員法第17条第 1 項の規定に基づき、県教育委員

会の任命に係る当該市町村の常時勤務を要する職（指導主

事及び校長の職を除く。）に転任させること。

イ　地教行法第40条の規定に基づき、一の市町村の県費負担

教職員を免職し、引き続いて県教育委員会の任命に係る他

の市町村の常時勤務を要する職（指導主事及び校長の職を

除く。）に採用すること。

ウ　地教行法第47条の 2 第 1 項に規定する県費負担教職員に

あっては、同項の規定に基づき、同項各号のいずれにも該

当する者を免職し、引き続いて県教育委員会の任命に係る

県の常時勤務を要する職（指導主事並びに校長及び教員

（教特法第 2 条第 2 項に規定する教員をいう。以下同

じ。）の職を除く。）に採用すること。

( 2 )　県立学校に所属する教職員にあっては、地方公務員法第

17条第 1 項の規定に基づき、県教育委員会の任命に係る県の

常時勤務を要する職（指導主事及び校長の職を除く。）に転

任させること。

第 7 条第 2 項を次のように改める。

 2 　県教育委員会は、前項第 3 号に掲げる措置（免職に限る。）

をとろうとするときは、当該教職員から県教育委員会の任命に

係る県又は市町村の常時勤務を要する職（指導主事及び校長の

職を除く。）への採用又は転任の希望を聴取し、当該常時勤務

を要する職への採用又は転任を希望した教職員については、同

項第 1 号又は第 2 号に掲げる措置をとることを検討するものと

する。
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教 育 委 員 会 規 則

指導を要する教職員の取扱いに関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成22年 3 月31日（掲示済）

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

高知県教育委員会規則第 8 号

指導を要する教職員の取扱いに関する規則の一部を改正

する規則

第 7 条第 3 項中「決定したとき」を「決定したとき（第 9 条及

び第11条第 4 項に規定する場合を含む。）」に改める。

第10条を第14条とし、第 9 条を第13条とし、第 8 条を第12条と

し、第 7 条の次に次の 4 条を加える。

（実証研修）

第 8 条　県教育委員会は、前条第 2 項の規定による検討のため必

要があると認めるときは、県教育委員会の任命に係る県又は市

町村の常時勤務を要する職（指導主事並びに校長、教員、実習

助手及び寄宿舎指導員の職を除く。次条及び第10条において同

じ。）への採用又は転任を希望した教職員に対し、当該常時勤

務を要する職に係る適性、知識等に関する資料（以下「資料」

という。）を得るための研修（以下「実証研修」という。）を

行うことができる。

 2 　県教育委員会は、実証研修を行うときは、その実施につい

て、書面により申請者及び当該教職員に通知しなければならな

い。

（実証研修の結果に基づく判定）

第 9 条　県教育委員会は、前条第 1 項の規定に基づく実証研修を

終了した教職員については、当該実証研修により得た資料に基

づき、県教育委員会の任命に係る県又は市町村の常時勤務を要

する職に係る適性、知識等の有無を判定した上で、第 7 条第 1 

　項各号に掲げる措置をとることを決定するものとする。

（特例措置）

第10条　県教育委員会は、改善研修の期間中において、県教育委

員会の任命に係る県又は市町村の常時勤務を要する職への採用

又は転任を希望した指導を要する教職員に対し、適当と認める

ときは、実証研修を行うことができる。この場合においては、

当該実証研修の実施に必要な期間中は、当該指導を要する教職

員に対する改善研修は行わないものとする。

 2 　第 8 条第 2 項の規定は、前項の規定に基づき実証研修を行う

場合について準用する。

 3 　県教育委員会は、第 1 項の規定に基づく実証研修が終了した

ときは、当該実証研修を終了した指導を要する教職員につい

て、当該実証研修により得た資料に基づき、県教育委員会の任

命に係る県又は市町村の常時勤務を要する職に係る適性、知識

等の有無を判定するとともに、改善研修の終了時とみなして次

の各号のいずれかの決定を行うものとする。

( 1 )　改善の程度の認定及び当該改善の程度の認定に基づく第

　 6 条第 4 項の規定による決定

( 2 )　指導を要する教職員の認定の解除及び県教育委員会の任

命に係る県又は市町村の常時勤務を要する職への採用又は転

任の措置をとることの決定

 4 　第 1 項の規定に基づく実証研修を終了した指導を要する教職

員については、第 7 条第 2 項の規定は適用しない。

 5 　第 6 条第 5 項及び第 7 条第 3 項の規定は、第 3 項第 2 号に掲

目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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げる決定を行ったときについて準用する。

（教員等への採用又は転任の選考）

第11条　県教育委員会は、第 7 条第 2 項の規定による採用又は転

任の希望の聴取において、当該聴取を受けた教職員が県教育委

員会の任命に係る県又は市町村の常時勤務を要する職（教員、

実習助手及び寄宿舎指導員の職に限る。次項において同じ。）

への採用又は転任を希望した場合であって、適当と認めるとき

は、当該常時勤務を要する職への採用又は転任に関し、教育長

による選考（教特法第11条の規定による選考をいう。以下この

条において同じ。）を行うことができる。

 2 　県教育委員会は、改善研修の期間中において、県教育委員会

の任命に係る県又は市町村の常時勤務を要する職への採用又は

転任を希望した指導を要する教職員に対し、適当と認めるとき

は、教育長による選考を行うことができる。

 3 　第 8 条第 2 項の規定は、前 2 項の規定に基づき選考を行う場

合について準用する。

 4 　県教育委員会は、第 1 項の規定に基づく選考を行った教職員

にあっては当該選考の結果に基づき、第 2 項の規定に基づく選

考を行った指導を要する教職員にあっては当該選考の結果を考

慮して、第 7 条第 1 項各号に掲げる措置をとることを決定する

ものとする。

 5 　第 2 項の規定に基づく選考を行った指導を要する教職員につ

いては、第 7 条第 2 項の規定は適用しない。

附　則

この規則は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

高知県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成22年 3 月31日（掲示済）

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

高知県教育委員会規則第 9 号

高知県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則

高知県教育委員会行政組織規則（昭和43年高知県教育委員会規

則第 6 号）の一部を次のように改正する。

第 6 条の見出し中「及びその内部組織」を削り、同条第 1 項中

「生涯学習課」を「生涯学習課、全国生涯学習フォーラム推進

課」に改め、同条第 2 項を削る。

第 8 条中「第 2 条第 1 号」を「第 2 条第 2 号」に改め、「、新

潟県上越市、兵庫県加東市」及び「及び愛媛県松山市」を削る。

第11条後段を削る。

第12条第 6 号中「小中学校」を「市町村立の小学校及び中学

校」に改める。

第14条第 6 号中「特別支援教育の」を「特別支援教育に関す

る」に改める。

第15条中第 4 号を削り、第 5 号を第 4 号とし、第 6 号を第 5 号

とし、同条第 7 号中「他の課」を「幼保支援課」に改め、同号を

同条第 6 号とし、同条第 8 号から第21号までを 1 号ずつ繰り上

げ、同条の次に次の 1 条を加える。

（全国生涯学習フォーラム推進課）

第15条の 2 　全国生涯学習フォーラム推進課の分掌事務は、全国

生涯学習フォーラムに関する事務とする。

第19条第 1 項第 3 号中「小中学校における」を「小中学校の」

に、「学校教育の」を「教育に関する」に改め、同項中第10号を

削り、第11号を第10号とし、第12号を第11号とし、同条第 2 項中

「前項第 4 号及び第12号」を「前項第 4 号及び第11号」に改め

る。

第23条第 1 項第 9 号から第11号までを削り、同項第12号を同項

第 9 号とし、同条第 3 項に次の 5 号を加える。

( 5 )　教職員の職能に応じた研修（管理職等研修）に関するこ

と。

( 6 )　情報教育に関する専門的事項の指導に関すること。

( 7 )　教職員の情報教育に関する研修に関すること。

( 8 )　教職員の教科研究の支援に関すること。

( 9 )　学校図書館の支援に関すること。

第37条の表教育企画監の項及び室長の項を削る。

第38条第 1 項の表課の項中「課長補佐」を「課長補佐（全国生

涯学習フォーラム推進課を除く。）」に改め、同表教育政策課の

項中「教育企画監」を削り、同表中「高等学校課」を「幼保支援

課」に改め、生涯学習課全国生涯学習フォーラム推進室の項を削

る。

第39条第 1 項の表教育センターの項中「部長」を「部長　企画

監」に改める。

附　則

この規則は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

教 育 委 員 会 訓 令

高知県教育委員会訓令第 2 号

教育委員会事務局

各 教 育 機 関

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。

平成22年 3 月31日（掲示済）

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程の一部を

改正する訓令

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程（平成14年 3 月

高知県教育委員会訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第15号中「、課の内部組織である室の長（第 5 条におい

て「課内室長」という。）」を削る。

第 5 条の表本局の課長の項を次のように改める。

課長 課長補佐企画監及び

副参事（担

当する事務

に限る。）

課長補佐等

（専門企画

員にあって

は、担当す

る事務に限

る。）

課長補佐等

を置かない

課にあって

は、課長が

あらかじめ

指定した職

員

別表中「会計指導課」を「会計管理課」に改める。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

高知県教育委員会訓令第 3 号

事　務　局

各教育機関

高知県教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のよ

うに定める。

平成22年 3 月31日（掲示済）

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

高知県教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

高知県教育委員会事務専決規程（平成 4 年 3 月高知県教育委員

会訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 3 号ア中「教育次長」を「教育次長、子育て・親育ち

推進監」に改める。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

高知県教育委員会訓令第 8 号

教育委員会事務局

県 立 学 校

高知県立学校事務処理規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。
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平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

高知県立学校事務処理規程の一部を改正する訓令

高知県立学校事務処理規程（平成 4 年 3 月高知県教育委員会訓

令第 2 号）の一部を次のように改正する。

第 6 条第 1 号中「第30号」を「第31号」に改める。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

高知県教育委員会訓令第 9 号

教育委員会事務局

県 立 学 校

高知県立学校職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

高知県立学校職員服務規程の一部を改正する訓令

高知県立学校職員服務規程（平成 4 年12月高知県教育委員会訓

令第 6 号）の一部を次のように改正する。

第 9 条中「時間外勤務命令簿（別記第 2 号様式）」を「時間外

勤務・休日勤務命令簿（別記第 2 号様式）」に改め、同条ただし

書中「第13条」を「第13条第 2 項」に、「に掲げる」を「に規定

する」に改め、同条の次に次の 1 条を加える。

（時間外勤務代休時間の指定）

第 9 条の 2 　校長は、公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例（平成 6 年高知県条例第46号）第 9 条の 2 第 1 項の
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ない。

第12条第 1 項中「平成 6 年高知県条例第46号。」を削る。

別記第 2 号様式を次のように改める。

第
２
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

時
間
外
勤
務
・
休
日
勤
務
命
令
簿
 

命
令
 

命
令
し
た
時
間
 

Ａ
 

（
勤
務
日
）
 

Ｂ
 

（
週
休
日
等
）
 

Ｃ
 

（
60
時
間
超
）
 

休
日
勤

務
 

確
認
 

10
0/
10
0 

12
5/
10
0 

15
0/
10
0 

25
/1
00
 
13
5/
10
0 

16
0/
10
0 

15
0/
10
0 

17
5/
10
0 

50
/1
00
 
13
5/
10
0 

月
日
（
曜
）

所
属
長
 

用
務
 

（
時
）（

分
）

受
命

者
印
 
勤
務
し
た
時

間
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 
所
属
長
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
属
 
 

職
 

 
氏
名
 
 

 
 

 
 

 



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
1
6
号

平
成

2
2
年
 4
 月

2
0
日
（
火
曜
日
）
　

44

 

命
令
 

命
令
し
た
時
間
 

Ａ
 

（
勤
務
日
）
 

Ｂ
 

（
週
休
日
等
）
 

Ｃ
 

（
60
時
間
超
）
 

休
日
勤

務
 

確
認
 

10
0/
10
0 

12
5/
10
0 

15
0/
10
0 

25
/1
00
 
13
5/
10
0 

16
0/
10
0 

15
0/
10
0 

17
5/
10
0 

50
/1
00
 
13
5/
10
0 

月
日
（
曜
）

所
属
長
 

用
務
 

（
時
）（

分
）

受
命

者
印
 
勤
務
し
た
時

間
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 

累
計
 
所
属
長
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

（
 
）
 
 

 
〜
 

・
 

 
〜
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附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

教 育 委 員 会 告 示

高知県教育委員会告示第 9 号

学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第34条第 1 項の規

定により、指定技能教育施設の所在地の変更について、次のとお

り届出があった。

平成22年 3 月31日（掲示済）

高知県教育委員会委員長　河田　耕一

 1 　指定技能教育施設の名称

高知高等学院

 2 　指定技能教育施設の所在地

（変更前）　高知市知寄町二丁目 4 −13

（変更後）　高知市北本町二丁目 8 番21号

 3 　変更予定年月日

平成22年 4 月 1 日

教　育　長　訓　令

高知県教育長訓令第 1 号

教育委員会事務局

各 県 立 学 校

教育長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県教育長　中澤　卓史

教育長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する訓

令

教育長の権限に属する事務決裁規程（昭和46年 3 月高知県教育

長訓令第 3 号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「、室長」を削る。

第 6 条第 2 号中「及び児童手当」を「、児童手当及び子ども手

当」に改める。

第 7 条第16号中「被服の貸与」を「被服貸与の制度」に改め

る。

第 8 条第 5 号中「削除」を「消除」に改める。

第12条の次に次の 1 条を加える。

（全国生涯学習フォーラム推進課長専決事項）

第12条の 2 　全国生涯学習フォーラム推進課長の専決事項は、全

国生涯学習フォーラム高知大会に関することとする。

第13条の見出しを「（文化財課長委任専決事項）」に改め、同

条を同条第 2 項とし、同条に第 1 項として次の 1 項を加える。

文化財課長への委任事項は、被服の貸与及び管理に関するこ

ととする。

別表の 2 の(13)のイの項中「広報広聴課長（総務部広報広聴課

長」を「文書情報課長（総務部文書情報課長」に改め、同表の 2 

の(13)のウの項及び 2 の(14)の項中「広報広聴課長」を「文書情

報課長」に改め、同表の 3 の( 3 )のイの項及び 3 の( 4 )のイの項

中「、教育企画監」を削り、同表の 3 の(21)の項を同表の 3 の

(22)の項とし、同表の 3 の(20)の項を同表の 3 の(21)の項とし、

同表の 3 の(19)の項を同表の 3 の(20)の項とし、同表の 3 の(18)

の項を同表の 3 の(19)の項とし、同表の 3 の(17)の項を同表の 3 

の(18)の項とし、同表の 3 の(16)の項を同表の 3 の(17)の項と

し、同表の 3 の(15)の項を同表の 3 の(16)の項とし、同表の 3 の

(14)の項を同表の 3 の(15)の項とし、同表の 3 の(13)の項を同表

の 3 の(14)の項とし、同表の 3 の(12)の項を同表の 3 の(13)の項

とし、同表の 3 の(11)の項を同表の 3 の(12)の項とし、同表の 3 

の(10)の項を同表の 3 の(11)の項とし、同表の 3 の( 9 )の項を同

表の 3 の(10)の項とし、同表の 3 の( 8 )のアの(イ)の項中「、教

育企画監」を削り、同表の 3 の( 8 )の項を同表の 3 の( 9 )の項と

し、同表の 3 の( 7 )のイの項中「、教育企画監」を削り、同表の

 3 の( 7 )の項を同表の 3 の( 8 )の項とし、同表の 3 の( 6 )のイの

項中「、教育企画監」を削り、同表の 3 の( 6 )の項を同表の 3 の

( 7 )の項とし、同表の 3 の( 5 )の項の次に次のように加える。

定中「補助金」を「補助金等」に改め、同表の 7 の( 5 )の項中

「補助事業」を「補助事業等」に改め、同表の 7 の( 6 )の項から

 7 の( 8 )の項までを次のように改める。

( 6 )

時間

外勤

務代

休時

間の

指定

及び

実績

確認

に関

する

 こ

と。

ア　副参事及び

課長補佐等に

係るもの

イ　所属職員に

係るもの

○

○

別表の 6 の( 1 )のアの(ア)の項中「健康福祉部長」を「地域福

祉部長」に、「健康福祉部福祉指導課長」を「地域福祉部福祉指

導課長」に改め、同表の 7 の項中「補助金（」を「補助金等（」

に改め、同表の 7 の( 1 )の項中「補助金の受入れ」を「補助金等

の受入れ」に改め、同表の 7 の( 1 )のカの項中「補助金」を「補

助金等」に改め、同表の 7 の( 1 )のキの項中「補助事業」を「補

助事業等」に改め、同表の 7 の( 1 )のクの項中「補助金」を「補

助金等」に改め、同表の 7 の( 2 )の項から 7 の( 4 )の項までの規

( 6 )　補助金等の交付要

綱の制定に関するこ

と。

高知県

補助金

等交付

規 則

（昭和

43年高

知県規

則第 7 

号）第

 2 条第

 1 項各

号のい

ずれか

に該当

するも

の及び

別に指

定する

ものに

係るも

のにつ

い て

は、財

政課長

に合議 

する。

( 7 )　補助金等の交付要

綱の改廃に関するこ

と。

( 8 )　補助事業等に起因

して得た財産の処分の

承認に関すること。

○

○

○

〃

※

〃

※

別表の 7 の( 9 )の項中「補助金」を「補助金等」に改め、同表

の 7 の(10)の項中「補助事業」を「補助事業等」に改め、同表の

 9 の( 1 )の項を次のように改める。

（ 1 )

工事

ア　 1 件の工事

請負対象金額

○ 工事の

施行決
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の施

行決

定及

び予

定価

格の

決定

に関

する

　 こ

　と。

が 5 億円以上

のもの

定につ

い て

は、財

政課長

に合議

する。

高知県

財産規

則第16

条第 1 

号に掲

げる公

有財産

の取得

に該当

するも

のにつ

い て

は、11

に定め

るとこ

ろによ

り合議

する。

この場

合にお

い て

「評価

額」と

あるの

は 、

「工事

請負対

象 金

額」と

読み替

えるも

のとす

る。

庁舎等

の施設

整備に

係る建

設工事

イ　 1 件の工事

請負対象金額

が 2 億円以上

　 5 億円未満の

もの

の施行

決定に

ついて

は、財

政課長

に合議

する。

※

高知県

財産規

則第16

条第 1 

号に掲

げる公

有財産

の取得

に該当

するも

のにつ

い て

は、11

に定め

るとこ

ろによ

り合議

する。

この場

合にお

い て

「評価

額」と

あるの

は 、

「工事

請負対

象 金

額」と

読み替

えるも

のとす

る。

ウ　 1 件の工事

請負対象金額

が 2 億円未満

庁舎等

の施設

整備に

のもの 係る建

設工事

の施行

決定に

ついて

は、財

政課長

に合議

する。

※

高知県

財産規

則第16

条第 1 

号に掲

げる公

有財産

の取得

に該当

するも

のにつ

い て

は、11

に定め

るとこ

ろによ

り合議

する。

この場

合にお

い て

「評価

額」と

あるの

は 、

「工事

請負対

象 金

額」と

読み替

えるも

のとす

る。

○

○

別表の 9 の( 3 )の項を次のように改める。
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( 3 )

工事

の設

計変

更及

び設

計変

更に

伴う

契約

変更

に関

する

　 こ

　と。

ア　 1 件の工事

請負対象金額

が 3 億円以上

のもの

( 1 )に

おいて

財政課

長に合

議した

ものに

ついて

は、財

政課長

に合議

する。

※

( 1 )に

おいて

合議し

たもの

につい

ては、

当該合

議先に

合議す

る。

○

イ　 1 件の工事

請負対象金額

が 3 億円未満

のもの

( 1 )に

おいて

財政課

長に合

議した

ものに

ついて

は、財

政課長

に合議

する。

※

( 1 )に

おいて

合議し

たもの

につい

ては、

当該合

議先に

合議す

○

別表の11の( 3 )のイの項を次のように改める。

イ　現金の寄附

受納に関する

こと。

○ 「こう

ちふる

さと寄

附金」

につい

ては、

財政課

長に合

議を要

し な

い。

財政課

長

別表の11の( 4 )のアの項中「総務部長」を削り、同表の11の

( 5 )のウの項中「会計企画課長（会計管理局会計企画課長」を

「会計管理課長（会計管理局会計管理課長」に改め、同表の11の

( 5 )のエの項中「会計企画課長」を「会計管理課長」に改め、同

表の12の(18)のシの項中「〃」を「課長が適当と認めるものにつ

いては、課長補佐等が専決する。」に改め、同表の12の(21)の項

中「補助金」を「補助金等」に、「財政課長の」を「財政課長

に」に改め、同表の14の(14)の項中「(13)」を「(16)」に改め、

同項を同表の14の(17)の項とし、同表の14の(13)の項を同表の14

の(16)の項とし、同表の14の(12)の項を同表の14の(15)の項と

し、同表の14の(11)の項を同表の14の(14)の項とし、同表の14の

(10)の項中「( 9 )」を「(12)」に改め、同項を同表の14の(13)の

項とし、同表の14の( 9 )の項中「(10)」を「(13)」に改め、同項

を同表の14の(12)の項とし、同表の14の( 8 )の項の次に次のよう

に加える。

(10)　家庭的保育事業に

係る事業を行う市町村

○

(11)　家庭的保育事業に

係る事業を行う市町村

に対する措置命令並び

に事業の制限及び停止

の命令に関すること。

○

別表の15の( 6 )の項から15の( 8 )の項までを削り、同表備考 3 

中「 3 の( 3 )、( 4 )及び( 6 )から( 8 )まで」を「 3 の( 3 )、( 4 )

及び( 7 )から( 9 )まで」に改め、同表備考 4 中「教育企画監及

び」を削り、「 3 の( 3 )、( 4 )及び( 6 )から( 8 )まで」を「 3 の

( 3 )、( 4 )及び( 7 )から( 9 )まで」に改める。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

高知県教育長訓令第 2 号

事　務　局

各 事 務 所

各教育機関

教育機関等の長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県教育長　中澤　卓史

教育機関等の長に対する事務委任規程の一部を改正する

訓令

教育機関等の長に対する事務委任規程（昭和46年 3 月高知県教

育長訓令第 2 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 項中第24号を第25号とし、第10号から第23号までを

 1 号ずつ繰り下げ、第 9 号の次に次の 1 号を加える。

(10)　職員の時間外勤務代休時間の指定及び実績確認に関する

こと。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

高知県教育長訓令第 3 号

教育委員会事務局

各 県 立 学 校

県立学校長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。

平成22年 4 月 1 日（掲示済）

高知県教育長　中澤　卓史

県立学校長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令

県立学校長に対する事務委任規程（平成 4 年 3 月高知県教育長

訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。

る。

( 9 )　法第 6 条の 2 第 9

　項に規定する家庭的保

育事業（以下この項に

おいて「家庭的保育事

業」という。）に係る

事業の開始に係る届

出、当該届出事項の変

更の届出並びに事業の

廃止及び休止の届出の

受理に関すること。

○

からの報告の徴収及び

関係者に対する質問に

関すること。
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第 2 条第 1 項第10号中「並びに」を「並びに時間外勤務代休時

間及び」に改め、同項第15号中「及び児童手当」を「、児童手当

及び子ども手当」に改め、同項第30号を同項第31号とし、同項第

29号の次に次の 1 号を加える。

(30)　被服の貸与及び管理に関すること。

附　則

この訓令は、平成22年 4 月 1 日から施行する。
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